
徳島市ダイバーシティ経営企業奨励金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、徳島市ダイバーシティ経営企業認定制度実施要綱（令和４年制定。以下「認

定要綱）という。）第３条に該当し、認定を受けた企業等（以下「経営企業」という。）のうち、

より優れたものに対し、予算の範囲内において徳島市ダイバーシティ経営企業奨励金（以下「奨

励金」という。）を交付することについて必要な事項を定める。 

 （交付対象及び金額） 

第２条 奨励金の交付対象及び金額は、別に定める基準により決定する。 

 （交付の申請） 

第３条 奨励金の交付を受けようとする経営企業（以下「申請者」という。）は、徳島市ダイバーシ

ティ経営企業奨励金交付申請書（様式第１号）に認定要綱第６条第１項の結果通知書の写しを添

えて、当該結果通知を受けた日から起算して３０日以内に、市長に提出しなければならない。 

 （交付の決定） 

第４条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、当該申請書等の内容を審査し、奨励金を交付す

べきと認めたときは、奨励金の交付の決定をするものとする。 

 （交付の決定の通知等） 

第５条 市長は、奨励金の交付を決定したときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、審査の結果、奨励金を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその旨を

申請者に通知するものとする。 

 （請求及び交付） 

第６条 申請者は、前条第１項の規定による通知を受けたときは、市長が定める方法により奨励金

を請求するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して３０日以内に奨励金を交

付するものとする。 

 （交付の決定の取消し等） 

第７条 市長は、奨励金の交付の決定又は奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当す

るときは、当該決定を取り消し、当該奨励金の全部を返還させることができる。 

⑴ 経営企業の認定が取り消されたとき。 

⑵ 虚偽の申請その他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。 

⑶ 奨励金の交付の決定の内容に違反したとき。 

⑷ 法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、奨励金の交付が適当でないと市長が認めるとき。 

 （報告） 

第８条 市長は、奨励金の交付を受けた者に対し、奨励金の受給に関して必要な報告を求めること

ができる。 

 （委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、この奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。 



 

   附 則 

 この要綱は、令和４年１２月２０日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年９月４日から施行する。 

  



 


